
自治会等への説明について 

 

（1） 業務着手時における自治会等に対する説明が必要な場合は発注者の

みで行うため、監督員の求めがあった場合、着手時期や履行順序などの

必要な情報を提供すること。 

 

（2） 受注者は、自治会等に対して業務の履行を前提とした金品の提供を行

わないこと。ここでいう業務の履行を前提とした金品の提供は、当該地

区で業務を実施するからという理由で行う寄付や協力金等の提供であり

自治会等からの要請の有無を問わない。ただし、毎年祭り等へ受注者が

実施している寄付や、業務箇所に近接する住民等に儀礼の品を配布する

ことを対象としない。 

 

（3） 上記(1)、(2)に関して、発注機関の事務職及び技術職の副部長等が受

注者の相談窓口となるので、疑義が生じたときは事前に相談すること。 


